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気温が低い日は水抜きを忘れずに
冬期間の水道管凍結にご注意ください

◎冬期間の水道管凍結にご注意ください
　寒さが厳しくなる２月までの期間は、水道管の凍結事故が起きやすくなります。特に気温がマイナス
４℃ 以下になる日や、水道を長時間使用しないときは必ず水抜きを行ってください。水道管が凍った場
合や破裂した場合の修理費用は自己負担となり、思わぬ出費となります。

◎もしも水道管が凍ってしまったら・・・
　水道管の凍結修理（解消・修繕など）を依頼する場合は、以下の指定給水装置工事事業者へ直接ご相
談ください。
　※指定給水装置工事事業者とは、水道法により給水装置工事を行うことができる事業者として、指定
　　を受けた事業者となります。

指定給水装置工事事業者（登録順）

　※町内の指定給水装置工事事業者のみ掲載しています

▼お問い合わせは、役場建設水道課水道係（７－５２９４）へ。

連　絡　先業　者　名

７－２９５０渡島設備工業　株式会社

７－５１６２株式会社　亘栄

◎ 駒ケ岳火山観測情報 ◎

　令和５年11月に観測された駒ケ岳の状況についてお知らせします。
○全　　般　火山活動は静穏に経過しており、噴火の兆候は認められません。
　　　　　　（噴火警戒レベル１、活火山であることに留意）
○噴煙活動　山頂の監視カメラで、昭和４年火口のごく弱い噴気が確認された日がありました。
　　　　　　噴気活動は、低調な状態です。
○地震活動　火山性地震は11月下旬に一時的に増えました。いずれも山頂火口原の地下１キロ以内で発

生しています。その他の期間は回数も少なく、総じて地震活動は低調な状態です。
火山性微動は観測されていません。

○地殻変動　ＧＮＳＳ連続観測では、火山活動によると考えられる地殻変動は認められませんでした。
（ＧＮＳＳ観測：ＧＰＳ含む衛星測位システムの総称）

①詳細は札幌管区気象台ホームページでも閲覧することができます。
　http://www.jma-net.go.jp/sapporo/
②気象庁ホームページに駒ヶ岳の火山観測データが掲載されています。火山活動状況などの把握にご利用ください。
　http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/open-data/open-data.php?id=113

道路や公共施設　早くきれいに
除雪作業へご理解ご協力お願いします

　冬期間、皆さんが利用する道路や公共施設を少
しでも早く、きれいに除雪するために次の点につ
いてご理解とご協力をお願いします。

〇路上駐車の禁止にご協力願います
　路上駐車は除雪作業に大きな支障をきたします。
夜間や吹雪の際は事故のおそれがあるため、場合
によっては除雪できないことがあります。
〇車道へ雪を出さないでください
　車道へ雪を出すと路面がデコボコになり、交通
事故を誘発するおそれがあるので大変危険です。
〇玄関前などに残った雪は各家庭で除雪をお願い
　します
　道路除雪により皆さんの玄関や車庫の前に雪が
残ってしまいますが、各自で除雪を行ってくださ
い。

〇除雪車両がセンターラインを越えて作業する場
　合があります
　除雪中は道路のセンターラインを越えて作業を
する場合があります。除雪車両付近を通行する際
は十分注意してください。
〇除雪後、道路にできる段差に注意してください
　車道の除雪後は、道路に段差ができてしまう場
合があるため、通行する際は注意してください。
〇除雪中に作業車を止めないでください
　各家庭の細かな要望に従うと除雪作業が遅れ、
交通障害が生じるなどの大きな支障をきたします。
除雪作業車の前に飛び出して作業を止めないよう
お願いします。

▼お問い合わせは、役場建設水道課土木係（７－
　５２９４）へ。

冬期間の町民生活の安全確保へ
鹿部町除雪計画をお知らせします

　冬期間における町民生活の安全確保を目的に
「鹿部町除雪計画」を策定しています。出動基準
や町民と行政の協働による除排雪を実現するため、
除雪管理基準の設定などの方針を示し、雪対策を
より一層推進します。

①除排雪の基本方針
　〇大雪時にも対応できる安定した除排雪体制づ
くりの推進

　〇効率的かつ効果的な除排雪作業の実施
　〇町民協働による地域除雪活動の充実
②出動基準（幹線路線の新雪除雪）
　①連続した降雪により10㎝ 以上の降雪量になっ
たとき、または午前７時までに10㎝ 程度の降
雪量が予想されるとき（朝方の突然の降雪に
対する出動や視界不良で作業を中止した場合
は、日中か翌日の作業とします。また、降雨

や外気温の上昇が見込まれる場合は、状況に
応じて出動を見合わせます）。

　②新雪除雪出動基準に満たない降雪量が連続し、
車両の走行に支障が生じたとき、または予想
されるとき。

　③風雪などにより路面に吹きだまりが発生し、
交通に支障が生じたとき、または予想される
とき。

③除雪体制
　令和５年度は６社と契約し、除雪機械13台で除
雪作業を実施します。

　詳細は、町ホームページをご覧ください。

▼お問い合わせは、役場建設水道課土木係（７－
　５２９４）へ。


